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消費者庁取引対策課 

特定商取引法は、購入者等の利益の保護並びに適正かつ円滑な商品等の流通

及び役務の提供を図ることを目的としている（同法第１条）。 

同法に基づく行政処分は営業の自由を制約し、また、同法に基づく罰則は人身

の自由又は財産権を制限するものであるところ、その対象となる行為について

は、法運用の透明性を確保し、事業者の予見可能性を向上させ、適正かつ円滑な

商品等の流通及び役務の提供を図るために、可能な限り明確な定義が必要であ

る。 

特に「チャット」や「チャットを利用した勧誘」のような用例のない用語につ

いては、意味に紛れが生じないよう内包と外延を明確に定義することが前提で

あり、その上で、行政処分や罰則の対象となる行為を創設するに当たっては、そ

の必要性や許容性が具体的に検討されるものである。 

（資料２－１） 


